
 
 令和 7 年 2 月 28 日 東和警備保障株式会社 
  トーワニュース 

 第 359 号  TEL 048-863-7465 
 

 

 令和 6 年度 警備業務検定資格合格者 
 

この度、警備業務検定に合格されました。 

合格おめでとうございます！！ 

初めての挑戦で合格した方をご紹介いたします。 

 

〇施設警備業務 2 級 

さいたま芸術劇場 安井 文人（６０歳） 

 

※一定条件はございますが、国家資格取得費用を会社が負担しております。 

国家資格取得を検討されている方は、ぜひ担当責任者経由で教育部までご相談ください。 

担当：教育部 048-863-7465 

 

令和７年春の全国交通安全運動の実施について 
 

○運動期間：４月６日（日）から１５日（火）までの 10 日間 

○交通事故死ゼロを目指す日：４月１0 日（木） 

○全国重点 

・こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通 

環境の確保と正しい横断方法の実践 

・歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシー 

トベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進 

・自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット 

着用と交通ルールの遵守の徹底 

 

 

警備本部（管制）より お知らせ 

 

☆３月及び４月における有給等の申請について 
 

３月から４月にかけて、本社社員は機械警備の工事集中期間となります。 

もちまして、本社からの代務要員が必要な有給申請等については、早期からの確認

または５月以降からの有給申請にして頂くようお願いします。 

 

警備本部 齋藤 



 

令和 7 年 3 月重点目標  

◇施設警備            ◇交通誘導警備 
・迅速で正確な報告、連絡の実施        ・迅速で正確な報告、連絡の実施 

・服装及び頭髪等の身だしなみの徹底      ・車両、歩行者等に親切な交通誘導の実践 

・管理権に基づく不審者への声賭けの実践    ・危険を回避できる位置での交通誘導の励行 

 

◇３月の推進事項   

就勤時、及び勤務終了時には装備品並びに資機材等の点検を確実に実施しましょう!! 

 

『 日頃から気を引き締め、ミスのない警備業務を実践しましょう。 』 

 

 総務部より お知らせ  

 

☆健康保険被扶養者の変更について 

☆この時期は被扶養者の変更が多い時期です。 

例）①扶養していたお子さんが今年の３月に学校を卒業し、 

就職したため扶養から外れる 

②被扶養者の契約変更等により収入が増加し扶養から外れる 

③契約変更、ご退職に伴い収入が減り、扶養に追加することになる 

※この時期に限らず扶養者に変更があった場合は必ず総務部までご連絡ください。 

（記載した例は一部ですので該当するか不明なものはご相談ください。） 

担当：総務部 江原 048-863-7465 

 

 

☆前払いについて 
 

申込日 振込日 

3／ 5（水） → 3／ 7（金） （対象期間：2/21～3/4） 

3／18（火） → 3／21（金） （対象期間：3/5～3/17） 

（３／２０が祝日のため、申込日が一日早くなります。） 

4／ 2（水） → 4／ 4（金） （対象期間：3/21～4/1） 

 

※「前払い申込書」にご記入の上、申込日までに提出して

ください。 

上下番報告が必須となります。 

勤務分の 50％までが申請可能金額です。 

よろしくお願いいたします。 

 


